
技 第 ４ ７ 号 

令和２年 ４月２７日

島根県建設産業団体連合会長  様

土 木 部 技 術 管 理 課 長

土 木 部 港 湾 空 港 課 長

農林水産部漁港漁場整備課長

（公 印 省 略）   

島根県週休２日工事の試行要領の改定について（送付）

このことについて、別添のとおり関係機関へ通知しましたので、お知らせします。

問い合わせ先

 土木部技術管理課

  土木設計基準グループ 森山／岡田 電話：0852-22-5924／5390 
農林設計基準グループ 安部／村井 電話：0852-22-5942／5653 

 土木部港湾空港課

  港湾整備グループ   藤原／周藤 電話：0852-22-6488／5202 
  空港整備グループ   寺本／須谷 電話：0852-22-6370／6318 
 農林水産部漁港漁場整備課

  整備グループ     平野／三島 電話：0852-22-5319 



技 第 ４ ７ 号 
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 隠 岐 支 庁 各 関 係 局 長

農林水産部各関係課長

 農林水産部各地方機関の長   様

 土 木 部 各 関 係 課 長

 土木部各地方機関の長

土 木 部 技 術 管 理 課 長

土 木 部 港 湾 空 港 課 長

農林水産部漁港漁場整備課長

島根県週休２日工事の試行要領の改定について（通知）

島根県週休２日工事の試行については、令和２年３月１９日付け技第４８１号「島根県

週休２日工事の試行要領の改定について」により行っているところですが、当該通知を以

下のとおり改定するので、関係職員に周知願います。

なお、各市町村及び関係団体へは別途送付しています。

１．改定内容

  島根県週休２日工事試行要領（土木部編）、（農林水産部編）および（港湾・漁港漁場

工事・空港土木工事編）の改定

詳細は別添新旧対照表のとおり

２．適用

令和２年５月１日以降に起案を行う発注工事

３．その他

  改定後の「島根県週休２日工事試行要領」は、技術管理課のホームページに掲載しま

す。また、「職員ポータルライブラリ」に併せて登録します。なお、「職員ポータルライ

ブラリ」の登録先は下記のとおりです。

・土木部－技術管理課－０１－０３－３６１【設計積算基準関連通知】「島根県週休２日工事試行要領」

問い合わせ先

 土木部技術管理課

  土木設計基準グループ 森山／岡田 電話：300-2-5924／5390 
農林設計基準グループ 安部／村井 電話：300-2-5942／5653 

 土木部港湾空港課

  港湾整備グループ   藤原／周藤 電話：300-2-6488／5202 
  空港整備グループ   寺本／須谷 電話：300-2-6370／6318 
 農林水産部漁港漁場整備課

  整備グループ     平野／三島 電話：300-2-5319 

写



島根県週休２日工事試行要領（土木部編） １/５

旧 新

第８条　工事費の積算 第８条　工事費の積算

令和２年４月１日　試行 令和２年５月１日　試行

新　旧　対　照　表

(工事費の積算) 

第８条 発注者は、精算時に、対象期間中の現場の閉所状況に応じて、以下のとおり、それぞれの経

費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。ただし、労務費の対象は「公共工事設計労務単

価」とし、「機械設備工事積算に関わる標準賃金（「機械設備製作工」及び「機械設備据付工」）

は対象としない。 削除

(工事費の積算) 

第８条 発注者は、精算時に、対象期間中の現場の閉所状況に応じて、以下のとおり、それぞれの経費

に補正係数を乗じて設計変更するものとする。



島根県週休２日工事試行要領（農林水産部編） ２/５

旧 新

第8条　工事費の積算 第8条　工事費の積算

令和２年４月１日　試行 令和２年5月１日　試行

新　旧　対　照　表

（２） 補正係数 

① ４週８休以上 

労務費：1.05、機械経費（賃料）：1.04、共通仮設費率：1.04、現場管理費率：1.06

② ４週７休以上 ４週８休未満 

労務費：1.03、機械経費（賃料）：1.03、共通仮設費率：1.03、現場管理費率：1.04 

③ ４週６休以上 ４週７休未満 

労務費：1.01、機械経費（賃料）：1.01、共通仮設費率：1.02、現場管理費率：1.03

（２） 補正係数 

① ４週８休以上 

労務費：1.05、機械経費（賃料）：1.04、共通仮設費率：1.04、現場管理費率：1.05 

② ４週７休以上 ４週８休未満 

労務費：1.03、機械経費（賃料）：1.03、共通仮設費率：1.03、現場管理費率：1.04 

③ ４週６休以上 ４週７休未満 

労務費：1.01、機械経費（賃料）：1.01、共通仮設費率：1.01、現場管理費率：1.02 

(工事費の積算) 

第８条 発注者は、精算時に、対象期間中の現場の閉所状況に応じて、以下のとおり、それぞれの経

費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。ただし、労務費の対象は「公共工事設計労務単

価」とし、「機械設備工事積算に関わる標準賃金（「機械設備製作工」及び「機械設備据付工」）

は対象としない。 

(工事費の積算) 

第８条 発注者は、精算時に、対象期間中の現場の閉所状況に応じて、以下のとおり、それぞれの経

費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。 

削除



島根県週休２日工事特記仕様書（土木部編） ３/５

旧 新

５　工事費の積算 ５　工事費の積算

令和２年４月１日　試行 令和２年５月１日　試行

新　旧　対　照　表

５ 工事費の積算 

精算時に、対象期間中の現場の閉所状況に応じて、以下のとおり、それぞれの経費に補正係数

を乗じて設計変更するものとする。ただし、労務費の対象は「公共工事設計労務単価」とし、

「機械設備工事積算に関わる標準賃金（「機械設備製作工」及び「機械設備据付工」）は対象と

しない。 削除

５ 工事費の積算 

精算時に、対象期間中の現場の閉所状況に応じて、以下のとおり、それぞれの経費に補正係数

を乗じて設計変更するものとする。 



島根県週休２日工事特記仕様書（農林水産部編） ４/５

旧 新

５　工事費の積算 ５　工事費の積算

令和2年4月１日　試行 令和２年5月１日　試行

新　旧　対　照　表

（２）補正係数 

① ４週８休以上 

労務費：1.05、機械経費（賃料）：1.04、共通仮設費率：1.04、現場管理費率：1.05 

② ４週７休以上 ４週８休未満 

労務費：1.03、機械経費（賃料）：1.03、共通仮設費率：1.03、現場管理費率：1.04 

③ ４週６休以上 ４週７休未満 

労務費：1.01、機械経費（賃料）：1.01、共通仮設費率：1.01、現場管理費率：1.02 

（２）補正係数 

① ４週８休以上 

労務費：1.05、機械経費（賃料）：1.04、共通仮設費率：1.04、現場管理費率：1.06 

② ４週７休以上 ４週８休未満 

労務費：1.03、機械経費（賃料）：1.03、共通仮設費率：1.03、現場管理費率：1.04 

③ ４週６休以上 ４週７休未満 

労務費：1.01、機械経費（賃料）：1.01、共通仮設費率：1.02、現場管理費率：1.03 

５ 工事費の積算 

精算時に、対象期間中の現場の閉所状況に応じて、以下のとおり、それぞれの経費に補正係数

を乗じて設計変更するものとする。ただし、労務費の対象は「公共工事設計労務単価」とし、

「機械設備工事積算に関わる標準賃金（「機械設備製作工」及び「機械設備据付工」）は対象と

しない。 

５ 工事費の積算 

精算時に、対象期間中の現場の閉所状況に応じて、以下のとおり、それぞれの経費に補正係数

を乗じて設計変更するものとする。 

削除



島根県週休２日工事特記仕様書（港湾・漁港漁場工事・空港土木工事編）資料 ５/５

旧 新

資料２ 資料２

令和２年４月１日　試行 令和２年５月１日　試行

新　旧　対　照　表


